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日本企業から見た弁護士と外国法事務弁護士等との提携・労働について 

 

伊藤忠商事株式会社 

法務部 

 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶｳﾝｾﾙ 茅野 みつる 

 

１． ﾌ ﾟﾚｾ ﾞﾝﾃｰｼｮﾝの背景 

顧客である日本企業のﾆｰｽﾞに関する個人的意見は、過去に法律ｻｰﾋﾞｽを提供してきた（要求され

た）立場と、現在法律ｻｰﾋﾞｽを受ける（要求する）立場の両方を経験する機会に恵まれたことから形

成されたものである。1 

 

２． 顧客のﾆｰｽﾞ  

顧客である日本企業が必要としているのは一つの法律事務所により①総合的に、②低ｺｽﾄで、③迅

速に法律ｻｰﾋﾞｽ（one stop service）が提供されることである。これは、国内・国外案件にかかわらず

顧客が必要とするｻｰﾋﾞｽであるが、国際案件においては特にこの点が重要である。  

 

３． 合弁事業一例 

昨年、日本商社３社と米国ｿﾌﾄｳｪｱ会社との日本における合弁会社設立案件に関与。合弁会社は、

米国ｿﾌﾄｳｪｱ会社よりｿﾌﾄｳｪｱのﾗｲｾﾝｽを受け、日本において事業を展開予定。本案件において顧

客である日本企業が要求した法律ｻｰﾋﾞｽ一例は以下の通り。  

l 日本および米国における知的財産権及び破産法に関する法律ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ  

l 日本の商法（特に会社法）に関する法律ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ  

l 米国におけるﾊﾟー ﾄﾅｰｼｯﾌﾟ、ＬＬＣに関する法律ｱﾄ゙ﾊｲ゙ｽ  

l 日本語および英語による契約書（合弁契約書）・書類（定款）作成 

l 相手方米国ｿﾌﾄｳｪｱ会社との英語による交渉、日本および米国における会議への出席  

  

４． 特定共同事業 

上記案件では、商社側は当初外国法事務弁護士事務所を雇用。米国ｿﾌﾄｳｪｱ会社は、特定共同事

業を雇用。その後、商社側も特定共同事業の雇用に変更。一定水準を充足する法律ｻｰﾋﾞｽを受け

たと思うが、それでもなお①一体感の無さ（真の意味での総合法律ｻｰﾋﾞｽ提供では無い）、及び②ｺｽ

ﾄの高さを感じる。商社が雇用した特定共同事業でも、米国ｿﾌﾄｳｪｱ会社が雇用した特定共同事業で

も、日本の弁護士は ad hoc にｺﾒﾝﾄを要求される立場にあり、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞー の一員という位置付け

                                                 
1 平成３年より平成１１年まで米国法律事務所のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ、 香港、東京、ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺの各ｵﾌｨｽにて執務。日本企業

をｸﾗｲｱﾝﾄとし、主に日本、米国及び東南ｱｼﾞｱにおけるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関して法律ｻｰﾋﾞｽを提供。平成１２年より伊藤忠商

事株式会社法務部勤務。主に同社の合弁事業（国内・海外）及び海外不動産案件に関して法律ｻｰﾋﾞｽを提供。  
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ではなかった。 

 

５． 総合法律ｻｰﾋ ﾞｽの提供 

日本において、顧客が要求する総合法律ｻｰﾋﾞｽを提供できる事務所は数少ない。幾つかの特定共

同事業は良いｻｰﾋﾞｽを提供していると考えるが、それでも総合ｻｰﾋﾞｽを提供してい るとは言えない。

これでは国際化が著しい昨今の情況の中で日本企業は法的なｻﾎﾟｰﾄを十分に受けることが出来ず、

競争力を維持することすらも困難な状況が生じる危険性がある。 

 

法律事務所が総合ｻｰﾋﾞｽを提供するためには、真の意味での本邦弁護士と外国法弁護士のﾊﾟｰﾄﾅ

ｰｼｯﾌﾟを法律事務所経営にあたって認め、それぞれの弁護士が互いの専門性を活かしながら、一つ

のﾁｰﾑとして顧客のﾆｰｽﾞに応えることができる環境作りがまず必要であると考える。  

 

以上 


